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医師意見書の取得
市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項
を総合的に勘案し、該当す
る区分を決定
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医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 医師意見書の取得
市町村は、市町村審査会に障害支援区分に関する審査及

び判定を依頼するに際し、申請に係る障害者の主治医等に
対し、当該障害者の疾病、身体の障害内容、精神の状況など、
医学的知見から意見（医師意見書）を求める。



市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目
を用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当す
るかを判定
※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項
を総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

認定手続きの流れ
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医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

医師意見書はこの２箇所で活用。

コンピューター判定
＝チェック漏れ厳禁

人の目で判定
＝わかりやすく記載
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医師意見書の利用方法
医師意見書

記載の手引き
p.２～３
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医師意見書の利用方法

○ 必須項目
・記載漏れがある場合は一次判定結果を出すことができず、
・評価に誤りがあると、正しい一次判定結果は出ない。
○ 必須項目以外
・記載がない、評価に誤りがあると正しい二次判定につな
がらない。
○ 医師意見書の特記事項等において、十分な情報の記載が
ない場合等においては、市町村審査会での二次判定におい
て十分な審査を行うことができない。

医師意見書は、審査判定の根拠となる重要な情報
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医師意見書の利用方法

（１）一次判定（コンピュータ判定）

○ 認定調査の結果及び医師意見書の一部項目を踏まえ、
一次判定用ソフト（障害支援区分判定ソフト2014）を活用した
一次判定処理が行われる。

○ 一次判定で活用される「医師意見書の一部項目」
・ 麻痺（左右：上肢、左右：下肢、その他）
・ 関節の拘縮（左右：肩・肘・股・膝関節、その他）
・ 精神症状･能力障害二軸評価（精神症状評価、能力障害

評価）
・ 生活障害評価（食事、生活リズム、保清、金銭管理、服薬

管理、対人関係、社会的適応を妨げる行動）
・ てんかん

医師意見書
記載の手引き

p.2～3
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医師意見書の利用方法

（２）二次判定（市町村審査会における審査判定）

○ 市町村審査会では、認定調査の結果及び医師意見書の一部
項目を基に判定される一次判定の結果を原案として、特記事項
及び医師意見書（一次判定で評価した項目を除く）の内容を総合
的に勘案した審査判定を行う。
そのため、必要に応じて、一次判定の結果が変更となる場合もあ
る。

○ そのため、医師意見書の記載に当たっては、申請者の心身の
状況や必要とされる支援の度合い等について、具体的な状況を
挙げて記載する。

医師意見書
記載の手引き

p.3
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医師意見書の利用方法

（３）認定調査による調査結果の確認・修正

○ 認定調査は、申請者１人につき原則として１回で実施する
こととされており、また、認定調査員の専門分野も医療分野
に限らず様々である。

○ そのため、申請者に対して長期間にわたり医学的管理を
行っている主治医の意見の方が、より申請者の状況につい
て正確に把握していることが明らかな場合には、市町村審
査会は認定調査員の調査結果を修正し、改めて一次判定
からやり直す場合もある。

医師意見書
記載の手引き

p.3



8

医師意見書の利用方法

（４）サービス等利用計画作成時の利用

○ 区分認定がされた後、障害福祉サービスの種類や量につ
いて市町村が支給決定する際に勘案するため、申請者の
サービス利用の意向などを踏まえたサービス等利用計画が
指定特定相談支援事業者によって作成される。

※ 指定特定相談支援事業者とは、市町村長の指定を受け
てサービス利用支援等を行う者。

医師意見書
記載の手引き

p.3
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医師意見書の利用方法

（４）サービス等利用計画作成時の利用

○ サービス等利用計画の作成に際し、医師意見書の記載者
が同意し、さらに申請者の同意が得られれば、市町村は医
師意見書に記載された障害福祉サービスを提供するにあ
たっての医学的観点からの意見や留意点等についての情
報を、サービス提供者等に提供することになる。

○ 記載者の同意の有無については、医師意見書様式の最
初に記載欄がある。
同意される場合は、サービス等利用計画作成上有用となる
留意点を具体的に記載する。

医師意見書
記載の手引き

p.3
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医師意見書の概要

○ 医師意見書の項目概要

０．基本情報
１．傷病に関する意見
２．身体の状態に関する意見
３．行動及び精神等の状態に関する意見
４．特別な医療
５．サービス利用に関する意見
６．その他特記すべき事項

医師意見書
記載の手引き

p.6～12
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医師意見書（様式）
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医師意見書の記載方法

０．基本情報

該当する医師意見書の様式部分
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医師意見書の記載方法

０．基本情報

○ 「主治医として意見書がサービス等利用計画作成の際
に利用されることについて同意するかどうか」

該当する□にレ印をつける。

同意する場合： サービス等利用計画を作成する指定特定
相談支援事業者に提示される。

※ なお、申請者本人の同意を得た上で意見書を指定特
定相談支援事業者に示す取扱いとなっていることから、
主治医に「守秘義務」に関する問題が生じることはない
ことを申し添える。

（０）記載の際の留意点等

医師意見書
記載の手引き

p.6
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医師意見書の記載方法

０．基本情報

③ 医師氏名等

○ 医師意見書を記載する主治医の所属する医療機関の所
在地及び名称、電話番号、主治医の氏名を記載する。

○ 医師氏名欄への、押印は不要。（※）

○ 医療機関の所在地及び名称等について、ゴム印等の使
用は可能。

（※） ただし、医師本人の記載であることを確認する必要が
あるため、医師氏名のみは原則、医師本人による自署。

氏名にもゴム印等を用いる場合は、押印が必要となる。

（０）記載の際の留意点等 （続き）

医師意見書
記載の手引き

p.6
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医師意見書の記載方法

１．傷病に関する意見

該当する医師意見書の様式部分
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医師意見書の記載方法

１．傷病に関する意見

（１）診断名及び発症年月日

○ 現在、罹患している傷病の診断名と、その発症年月日。

○ 発症年月日がはっきりわからない場合は
おおよその発症年月を記入する。

（例えば、脳血管障害の再発や併発の場合には
直近の発作（発症）が起きた年月日を記載する。）

○ 生活機能低下を引き起こしている傷病が複数ある場合
もまれではないが、より主体であると考えられる傷病を優
先して記載する。

医師意見書
記載の手引き

p.7
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医師意見書の記載方法

１．傷病に関する意見

（１）診断名及び発症年月日 （続き）

○ ４種類以上の傷病に罹患している場合

主な傷病名の記載にとどめ、必要であれば、
「６．その他特記すべき事項」の欄に記載する。

Q
&
A

「（１）入院歴」には、同欄の「診断名」に記載した傷病による入院
歴のみを記載するのか。

（答）「診断名」に記載した傷病による入院歴に限らず、直近の入
院歴を記載する。

医師意見書
記載の手引き

p.7
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医師意見書の記載方法

１．傷病に関する意見

（２）症状としての安定性

○ （１）で記載した「障害の直接の原因となっている傷病」の
安定性について、下記を参考にして記載する。

○ 疾患の急性期や慢性疾患の急性増悪期等で、積極的な
医学的管理を必要とすることが予想される場合

具体的な内容を自由記載欄に記載する。

○ 特に精神疾患や難病等の症状は日内変動や日差変動
や、一定の期間内における症状の不安定性があるため、
そのことがわかるよう記載する。必要に応じて支援者から
の情報にも留意する。

医師意見書
記載の手引き

p.7
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医師意見書の記載方法

１．傷病に関する意見

（２）症状としての安定性 （続き）

○ 現在の全身状態から急激な変化が見込まれない場合

安定している旨がわかるように記載する。

○ 記載欄が不足する場合

「（３）障害の直接の原因となっている傷病及び投薬内容を

含む治療内容」にも記載する。

医師意見書
記載の手引き

p.7
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医師意見書の記載方法

１．傷病に関する意見

（３）障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容
を含む治療内容

○ 「（１）診断名」に記載した障害の直接の原因となっている
傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容について要点を
簡潔に記載する。

○ 障害者においては、居宅内での生活機能の低下に加え、
身体障害、知的障害、精神障害、難病に関連した外出の
機会の減少、社会参加の機会の減少等さまざまな要因が
加わることによる生活機能の低下が考えられる。これら更
なる生活機能低下を引き起こしている要因があれば、具
体的に記載する。

医師意見書
記載の手引き

p.8
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医師意見書の記載方法

１．傷病に関する意見

○ 投薬内容について：

生活機能低下の直接の原因となっている傷病以外につい
ても、支援上特に留意すべき薬剤や相互作用の可能性が
ある薬剤の投薬治療を受けている場合は、この欄に記載
する。

（ただ単に投薬内容を羅列するのではなく、必ず服用しなけれ
ばならない薬剤、頓服の必要な薬剤等を整理して記載する。）

（３）障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容
を含む治療内容 （続き）

医師意見書
記載の手引き

p.8
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医師意見書の記載方法

２．身体の状態に関する意見

該当する医師意見書の様式部分
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医師意見書の記載方法

２．身体の状態に関する意見

（１）身体情報

① 利き腕

利き腕について、該当する□にレ印をつける。

② 身長・体重

○身長及び体重について、おおよその数値を記載する。

○ 過去６ヶ月程度における体重の変化について、３％程度
の増減を目途に、該当する□にレ印をつける。

医師意見書
記載の手引き

p.8
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医師意見書の記載方法

２．身体の状態に関する意見

（２）四肢欠損等

○ 申請者に認められる麻痺・褥瘡等の状態について：
該当する□にレ印をつける。

○ 支援の手間や生活機能を評価する観点から部位の記載
が必要なものについては、（ ）内に具体的に記載する。

○ 程度について：

麻痺・褥瘡等の状態が支援にどの程度影響するのかとい
う観点から、該当する□にレ印をつける。

○ 筋力の低下や関節の痛みについて：
過去６ヶ月程度で症状がどのように変化したか、
改善、維持、増悪のうち該当する□にレ印。

医師意見書
記載の手引き

p.8
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医師意見書の記載方法

３．行動及び精神等の状態に関する意見

該当する医師意見書の様式部分
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医師意見書の記載方法

３．行動及び精神等の状態に関する意見

精神症状・能力障害二軸評価

○ 後に掲載する「精神症状・能力障害二軸評価」の評価基
準を参照の上、判定する。

（手引きP1４，15）

生活障害評価

○ 後に掲載する「生活障害評価」の評価基準を参照の上、
判定する。

（手引き16，17）

医師意見書
記載の手引き

p.9
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精神症状・能力障害二軸評価（精神症状評価）

（１）精神症状評価

精神症状の評価は、知的障害による精神症状の評価を含み、
知的障害そのものによる日常生活等の障害は、「(２)能力障害評
価」で判定するものとする。

１
症状がまったくないか、あるいはいくつかの軽い症状が認められるが
日常の生活の中ではほとんど目立たない程度である。

２
精神症状は認められるが、安定化している。意思の伝達や現実検討
も可能であり、院内や施設等の保護的環境ではリハビリ活動等に参
加し、身辺も自立している。通常の対人関係は保っている。

３

精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達や現実検
討にいくらかの欠陥がみられるが、概ね安定しつつあるか、または固
定化されている。逸脱行動は認められない。または軽度から中等度
の残遺症状がある。対人関係で困難を感じることがある。

医師意見書
記載の手引き

p.14
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精神症状・能力障害二軸評価（精神症状評価）

４

精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達か判断に
欠陥がある。行動は幻覚や妄想に相当影響されているが逸脱行動は
認められない。あるいは中等度から重度の残遺症状（欠陥状態、無
関心、無為、自閉など）、慢性の幻覚妄想などの精神症状が遷延して
いる。または中等度のうつ状態、そう状態を含む。

５

精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達に粗大な
欠陥（ひどい滅裂や無言症）がある。時に逸脱行動が見られることが
ある。または最低限の身辺の清潔維持が時に不可能であり、常に注
意や見守りを必要とする。または重度のうつ状態、そう状態を含む。

６

活発な精神症状、人格水準の著しい低下、重度の認知症などにより
著しい逸脱行動（自殺企図、暴力行為など）が認められ、または最低
限の身辺の清潔維持が持続的に不可能であり、常時厳重な注意や
見守りを要する。または重大な自傷他害行為が予測され、厳重かつ
持続的な注意を要する。しばしば隔離なども必要となる。

医師意見書
記載の手引き

p.14
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精神症状・能力障害二軸評価（能力障害評価）

（２）能力障害評価

判定に当たっては以下のことを考慮する。

① 日常生活あるいは社会生活において
必要な「支援」とは助言、指導、介助などをいう。

② 保護的な環境（例えば入院・施設入所しているよう
な状態）でなく、例えばアパート等で単身生活を行っ
た場合を想定して、その場合の生活能力の障害の
状態を判定する。

※評価基準については手引きＰ１４、１５

医師意見書
記載の手引き

p.14
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医師意見書の記載方法

４．特別な医療

該当する医師意見書の様式部分
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医師意見書の記載方法

４．特別な医療

申請者が過去14 日間に受けた14 項目の医療のうち、看護職
員等が行った診療補助行為（医師が同様の行為を診療行為とし
て行った場合を含む）について、該当する□にレ印をつける。

複数の診療補助行為を受けていた場合：
→該当する□のすべてにレ印をつける。

（注） 「医師でなければ行えない行為」、「家族／本人が行える
類似の行為」は含まれない。

Q
&
A

「処置内容」に「経管栄養（胃ろう）」とあるが、腸ろうを行って
いる場合も該当するという理解でよいか。

（答）お見込みのとおり。

医師意見書
記載の手引き

p.11
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医師意見書の記載方法

５．サービス利用に関する意見

該当する医師意見書の様式部分
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医師意見書の記載方法

（１）現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

日常の申請者の状態を勘案し、現在あるかまたは今後概
ね６ヶ月以内に発生する可能性が高い状態があれば、該当
する□にレ印をつけ、その際の対処方針（緊急時の対応を含
む）について要点を記載する。

複数の診療補助行為を受けていた場合：
→該当する□のすべてにレ印をつける。

その他に該当する場合：
→認められる具体的な状態について（ ）内に記載する。

５．サービス利用に関する意見

医師意見書
記載の手引き

p.11
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医師意見書の記載方法

５．サービス利用に関する意見

（２）障害福祉サービス利用に関する医学的観点からの
留意事項

○ 申請者がサ－ビスを利用するにあたって、医学的観点か
ら、特に留意する点があれば、サービスを提供する上で不
安感を助長させないよう、（ ）内に具体的な留意事項を記載
してください。

○ 血圧・嚥下等以外に医学的観点からの留意事項があれ
ば、「その他」の（ ）内に具体的な留意事項を記載してくださ
い。

医師意見書
記載の手引き

p.11
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医師意見書の記載方法

（３）感染症の有無

サービスの提供時に、二次感染を防ぐ観点から留意すべき
感染症の有無について、該当する□にレ印をつけてください。

有の場合
→具体的な症病名・症状等を（ ）内に記載する。

５．サービス利用に関する意見

医師意見書
記載の手引き

p.12
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医師意見書の記載方法

６．その他特記すべき事項

該当する医師意見書の様式部分
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医師意見書の記載方法

６．その他特記すべき事項

○ 身体障害、行動障害を伴う知的障害、精神障害や難病に
ついてや、障害支援区分変更を含む区分認定の審査判定
および障害福祉サービスの利用に際して、

認定調査項目では把握できない症状・障害の変動性、生
活上の機能障害とこれらに起因する支援の必要性や程度
を判定する参考となる情報があれば要点を記載する。

特に、【他の項目で記載しきれなかったこと】や【選択式で
は表現できないこと】を簡潔に記載する。

○ 専門科に意見を求めた場合
→その結果、内容を簡潔に記載する。

情報提供書や身体障害者申請診断書等の写しの添付可。
その場合は情報提供者の了解をとるようにすること。

医師意見書
記載の手引き

p.12



※難病患者等に対する認定マニュアルより転載

傷病の経過、
特記事項は
書かれてい
るか

障害の原因
となってい
る疾病が適
切に記載さ
れているか

チェック漏れはないか
※点線は一次判定で使用
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医師意見書の記載例



障害支援区分が示すもの、目的

どんな支援が必要になるのか？ どんな支援が行われているか？

（障害支援区分の定義）
障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて

必要とされる標準的な支援の度合
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医師意見書記載のポイント



• 他の診療科の診断も必要かもしれない。

• 患者は他の診療科も受診しているようだ。

• 所見が困難な部分がある。

→市町村事務局へ伝達、相談を。

他の診療科へも情報提供を依頼する、審査会に判断を

仰ぐ等、事務局での対応も必要になる部分。

抱え込まず、連携して対応をお願いしたい。

40

医師意見書の記載に困った場合の対処方法


